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Webサイトで詳しくむ覧いただけます

「健康なまち・職場づくり宣言 2020」

2019(令和元)年度 達成状況の概要

4年目を迎えた保険者の取組状況
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予防・健康づくりについて、一般住民を対象としたインセンティブを推進する自治体を800市町村以上とする。

かかりつけ医等と連携 して生活習慣病の重症化予防に取 り組む自治体を1500市 町村、47広域連合とする。

その際、糖尿病対策推進会議等の活用を図る。
*2019年度より目標を800市町村から1500市 町村に、24広域連合から47広域連合に上方修正

予防・健康づくりに向けて47都道府県の保険者協議会すべてが、地域と職域が連携した予防に関する

活動を実施する。

健保組合等保険者と連携して健康経営に取り組む企業を500社 (法人)双上とする。

協会けんぼ等保険者や商二会議所等のサポニ トを得て健康宣言等に取 り組む企業を3万社以上とする。

*20‖ 8年度より目標を1万社から3万社に上方修正

加入者自身の健康・医療情報を本人に分かりやすく提供する保険者を原則100%と する。

その際、情報通信技術(ICT)等 の活用を図る。

予防・健康づくりの企画・実施を提供する事業者の質・量の向上のため、認証・評価の仕組みの構築も

視野に、 保険者からの推薦等一定の基準を満たすヘルスケア事業者を100社以上とする。

品質確保・安定供給を国に求めつつ、

すべての保険者が後発医薬品の利用勧奨など、使用害U合を高める取り組みを行う。

「2019年度保険者データヘルス全数調査」

■調査対象 全 イ呆 I父 者  (2019年 4月 以降設立の保険者は調査対象外 とする )

2019年 6月 7日 (金)か ら2019年 6月 28日 (金 )ま で答期間

答率

劇蔵2

霊琶尋

保険者
種別

市町村
国保

広域
連合

健保
組合

共済
組合

国保
組合

協会
けんぽ
※47支部のほ

'3｀船員保険を含む

保険者
協議会

合計

※保険者協議会
を除く

対象数 19716 47 ¬,380 85 162 48 47 3,438

回答数 1ヮ689 47 1,334 84 158 48 47 3,360

回答率 98日4% 100% 96.7% 98.8% 97.5% 100% 100% 97口7%
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各宣言の達成度 (達成保険者数)が 大きく向上

2019
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2018

563 823市町村

2018 2019

23"07 35Л 96社デ
目標 :800市 町村

918儀 町村

32広 域連合

目標 :3万社以上

2,1

目標 :全保険者

目標 :100社以上

目標 :全保険者

ガ
2,298保 険者

ヴ

目標 :1500市田丁本寸
47広域連合

1ヮ003
31 広域連合

539

*今年度より目標を800市 町村から1500市 町村に、

24広域連合から47広域連合に上方修正

47 47協議会
色標 :全保険者協議会
(※ )う ち37協議会は 2018年度から設定した更なる取組も達成

達成

1 123社

18社 は刃 6げ 815保険者

目標 :500社 (法人)

宣言 1 宣1言 5

宣言2 宣言6

宣雷 3 宣言7

宣言4 宣言8

宣言 ¬
予防・健康づくりについて、一般住民を対象とした

インセンティブを推進する自治体を800市町村以上とする。

昨年比

146%

①加入者等の予防・健康づくりの取組や成果に対しポイント等を付与し、
そのポイント数に応じて何らかの報奨を設けるなど、インセンテイプの仕組みにより
加入者等の予防 。健康づくりを推進する事業を実施していること。

②事業実施の際、インセンテイプが加入者の行動変容につながったかどうか効果検証を
行つていること。

※① o②は必須要件

【達
成
要
件
】

2019年度の

達成状況 823市町村
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かかりつけ医等と連携して生活習慣病の重症化予防に取り組む

自治体を1500市町村、広域連合を47団体とする。

その際、糖尿病対策推進会議等の活用を図る。

*2019年度より目標を800市町村から¬500市町村、24広域連合から47広域連合に上方修正
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【達
成
要
件
】

生活習慣病重症化予防の取組のうち、

①対象者の抽出基準が明確であること            ②かかりつけ医と連携した取組であること

③保健指導を実施する場合には、専門職が取組に携わること  ④事業の評価を実施すること

⑤取組の実施にあたり、地域の実情に応じて各都道府県の糖尿病対策推進会議等との連携

(各都道府県による対応策の議論や取組内容の共有)を図ること

※取組方法については、受診勧奨、保健指導、受診勧奨と保健指導を一体化した取組等の中から

地域の実情に応じ適切なものを選択する。

※国保は糖尿病性腎症重症化予防にかかる取組を対象としているが、後期高齢者は、その特性からそれ以外の

取組についても対象とする。
※①②③④は必須要件、⑥は糖尿病性腎症重症化予防にかかる取組について必須要件

予防・健康づくりに向けて、47都道府県の保険者協議会
すべてが地域と職域が連携した予防に関する活動を実施する。
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の達成

3P

47

47

46

・保健指導の

実施率向上

の調査分析

―夕の

保険者横断的な

予防 。健康づくり等
の取組

(ポスター作成、住民や医療関係者への働きかけ等)を行つている。

集合契約の連絡調整に加えて、被用者保険の被扶養者向け健診と自治体のがん検診等の同時実施や、保険者での

独自のがん検診等の実施など、健診の魅力を高めるための保険者と医療関係者との連絡調整を広く行つている。

被用者保険の特定健診と国保 ,市町村の住民健診の共同実施など、都道府県内の保険者共同での健診実施や、
47

47

47
47

し

KDB
管内の保険者によるデータベルスの取組事例の共有など、保険者によるデータベルスの効果的な取組を広げている

データの提供が可能な保険者から医療費データを取得するなど、保険者横断的な医療賢や医療サービスの利用
状況等に関する分析を行い、各保険者への分析結果の提供などを行つている。

【更なる取組】医療費の調査分析等のための人材育成を行つ。

である。
した場合、法令上、旧保険者は現保険者の求めに応じて特定健診データを提供しなければならないとされている

タベース システ

健康教室やウォーキング大会の共同開催や協賛、後発医薬品の使用促進、受動喫煙防止の働きかけ、医療資源を

大切にする患者教育など、保険者検断的な予防・健康づくりや医療費適正化等の活動をしている。

【更なる取組】住民の健康増進について、医療関係者、企業、大学等の幅広い関係者と課題や認識を共有し、

行政と民間が協力しながら住民に働きかけ、取組を進める観点から、制度や組織の垣根を超えて、広く産官学の

関係者が一体となつて健康づくりを推進する。例えば、都道府県等が中心となり「地域版日本健康会議」 (又は

これに類する会議体)を、保険者協議会と連携しながら開催する、又は当該関係者の参画及び助言を得ながら

保険者協議会を開催する。

【更なる取組】保険者協議会の事務局を、都洵荷県が自ら担う、又は国民健康保険団体連合会と共同で担つている。

1

2

3

4

(5) 重複投薬等の適正化
【更なる取組】後発医薬品の使用促進また|よ重複投薬等の適正化について、後発医薬品協議会や地域の医療関係者
と連携した取組 (例 えば、後発医薬品の使用率の実態調査や重複投薬等の適正化の先進事例の共有等)を行つて
いる。
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44

37
47すべての保険者協議会が宣言を達成。このうち37では、更なる取組も達成。

>2019年 度の達成 :1～ 4の大I買目すべて達成した場合に宣言 3を達成。小項目が複数ある大項目 1・ 2については、小頂目 1つ以上の達成で大項目を
達成とする。

>更なる取組 :地競でのよリー層の取組の推進を目指して宣言の達成要件に加え2018年度から更なる取組の要件を設定。具体的には、大項目 2・ 4に小頂目の
取組を追加し、また大項目5の取組を追加。その上で小項目が複数ある大項目 1・ 2・ 4に ついては、」ヽ項目2つ以上の達成で大頂目を達成とする。
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1健保組合等保険者と連携 して
―
健康経営に取り組む企業を500社 (法人)以上とする。
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【達
成
要
件
】

① 健康経営度調査の評価結果において、以下の全てを満たしていること。
従業員の健康保持・増進について、経営指針等へ明文化していること。
従業員の健康保持 。増進の考え方について、情報開示がなされていること。
従業員の健康保持・増進の推進を統括する組織の責任者が役員以上であること。
従業員の健康保持・増進施策の立案検討に、産業医等が関与していること。
健康経営に係る必要な対策を講じていること。

従業員の健康保持・増進を目的として導入した施策について、効果検証を行つていること。
② 従業員の健康管理に関連する法令を遵守し違反がないこと。

※①②は必須要件、なお、申請は事業主・保険者代表者が共同名義での申請

1協会けんぽ等保険者や商工会議所等のサポー トを得て―
健康宣言等に取り組む企業を3万社以上とする。
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【達
成
要
件
】

① 保険者が健康宣言等の取組を有していること。
※健保組合については、都道府県連合会が実施または関与している健康宣言事業に参加していることが必須
② 健康宣言の取り組みとして以下の要件を満たしていること (i¬ iiの うちからいずれかひとつの項目とivは必須。v～前は努力目標)

i(企 業等が)従業員の健康課題の把握と必要な対策 (具体策)の検討を行うこと。
ii(企業等が)ヘルスリテラシーの向上、ヮークライフバランスの向上、職場の活性化等のために、健康経営の実践に

向けた基礎的な土台作りとワークエンゲイジメント (具体策)の取組を行うこと。
iii(企業等が)健康増進・生活習慣病予防、感染症予防、過重労働、メンタルヘルス等への対策のために、従業員の心と

身体の健康づくりに向けた具体的対策を実施すること。
iv(企業等が)健康宣言の社内外への発信を実施すること。
v(企 業等が)健康づくり担当者を一名以上設置すること。
vi(企業等が保険者の求めに応じて)40歳以上の従業員の健診データを提供すること。
vii(企業等が)従業員の健康管理に関連する法令について重大な違反をしていないこと (自 己申告)。
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4

加入者自身の健康・医療情報を

本人に分かりやすく提供する保険者を原則100%と する。

その際、情報通信技術 (ICT)等の活用を図る。
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①特定健診等の受診者に、ICT等を活用して健診結果を提供していること。

廣 8疫寝|サ麦τた宴胃蟹選嬢霊窪蟄多写言E言禁縁塁な盪客茫思ド
す<言党明していること。

要  確実に受診勧奨を実施していること。

仕 ④可能であれば検査値を改善するための生活習慣についてのアドバイスも提供していること。

※①～③は必須要件、④は努力目標
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【達
成
要
件
】

①予防。健康づくりの企画 。実施において複数保険者から推薦を受けていること。

②実施事業に必要な法令遵守を行つていること (定性確認)。

5

※①②は必須要件



宣言 8
品質確保・安定供給を国に求めつつ、すべての保険者が

後発医薬品の利用勧奨など、使用割合を高める取組を行う。

昨年比148% 昨年比111% 昨年比124%

昨年比238% 昨年比110% 昨年比100%

① 自保険者の後発医薬品の数量シェア及び金額シェアを把握していること。
② レセプトデータを活用し、例えば性年齢階級別や疾患別など加入者の類型化を行い、その属性ごとの後発医薬品の使用状況及び

使用促進に係るボトルネツクを把握し、事業の優先順位づけをしながら、事業目標を立て、事業を実施し、効果検証を行つている
こと。その際、差額通知の取組を実施し、通知前後で後発医薬品への切り替えが行われているかの確認により通知の効果を把握し、
その結果を踏まえ、通知の対象者や発出頻度について検証を行うこと。

③ 差額通知の発出に当たつては、後発医薬品に切り替えた場合の自己負担軽減額に加えて、加入者の後発医薬品の使用促進に向けた
付加的な情報を付けていること。

④ 必ずしも差額通知に示されている額が実際に窓口で軽減されるとは限らないことを様式に記載する等、加入者の誤解を招かないよう
配慮すること。W⑤
上記と併せて、後発医薬品の使用促進の取組の実施に当たつて、保険者協議会等の活用も含め、医療関係者 (医師会や薬剤師会等)

との連携を行つていること。
※①②は必須要件、③～⑤は努力目標

要
件

達
成

440市 町村  21広 域連合 242健 保組合

19国 保組合  45共 済組合 48協 会けんぽ

2019年度の

達成状況
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日本健康会議
乳すす淳▼野螂季手■

・

連携と協働で健康なまち 。職場づくりを目指します

「日本健康会議」とは、少子高齢化が急速に進展する日本において、国民一人ひとりの健康寿命延伸と適正な

医療について、民間組織が連携し行政の全面的な支援のもと実効的な活動を行うために組織された活動体です。

経済団体、医療団体、保険者などの民間組織や自治体が連携 し、職場、地域で具体的な対応策を実現していく

ことを目的としています。関係各所が連携 し課題解決に向けた具体的な活動を行い、その成果を継続的に可視化

させることで、勤労世代の健康増進および高齢者の就労 。社会参加を促進 し、ひいては経済の活性化にもつなげ

ることを目指 します。

「日本健康会議 2019」 を 20‖ 9年 8月 23日、東京イイノ

ホール&カ ンフアレンスセンターで開催 しました。

会議では、共同代表の三村明夫 日本商工会議所会頭の

主催者挨拶、同 じく横倉義武 日本医師会会長から「成果 と

今後の取組み」の報告をはじめ、来賓の根本匠 厚生労働大臣、

世耕弘成 経済産業大臣などよりむ挨拶をいただきました。

会場には延べ 500名を超える保険者、医療関係団体、自治体

関係者、ヘルスケア事業者の皆様が来場されました。

NIPpON KENKO KA10i

日本健康会議共同代表

日本商工会議所会頭

三村 明夫

9

キ

孝

日本健康会議共同代表

日本医宮而会会長

横倉 義武

また、会議では「保険者データヘルス全数調査 2019」 tこ

基づく「健康なまち・職場づくり宣言 2020」 の達成状況や、

地域での予防 。健康づくりで先進的な取組を展開する都道

府県の事例の他、生沼習慣病重症化対策の最新動向、コラボ

ヘルス関連として健康経営や健康スコアリングレポートヘの

取組み状況、また、新たに介護予防の推進や上手な医療の

かかり方等、多彩なテーマでの講演・報告が行われました。

このような議論を通して、健康なまち ,職場づくりや 2020年

を目標とした宣言達成への耳又組み強化が確認されました。

日本健康会議
NIPPON KENkO KA161

一嵐

2019年 ]1月 作成



日本健康会議 活動指針

健康なまち・職場づくり宣言 2020
2019(令和元)年度 達成状況

最800市醐>823市町村 曇3万社以上券35,196社

予防 。健康づくりについて、一般住民を対象としたインセ

ンティプを推進する自治体を800市町村以上とする。

かかりつけ医等と連携して生活習慣病の重症化予防に取り組む

自治体を 1500市町村、広域連合を47団体以上とする。

その際、糖尿病対策推進会議等の活用を図る。

*2019年度より目標を 800市町村から 1500市町村に、24広域連合から

47広域連合に上方修正

協会けんぽ等保険者や商工会議所等のサポー トを得て健康

宣言等に取り組む企業を 3万社以上とする。

*2018年 度より目標を ]万社から3万社に上方修正。

*う ち健康経営優良法人 (中小規模法人部門)2502法 人

加入者自身の健康・医療情報を本人に分かりやすく提供する

保険者を原則 100%とする。その際、情報通信技術 (ICT)等

の活用を図る。

180市町村
32広域連合

予防・健康づくりに向けて 47都道府県の保険者協議会

すべてが、地域と職域が連携した予防に関する活動を

実施する。

屋1叩継 >1'

47協議会>47 協議会

贔 全保険者 >2,298保 険者

*う ち37協 議会は 2018年度から設定した更なる取組も達成

健保組合等保険者と連携して健康経営に取り組む企業を

500社以上とする。

予防・健康づくりの企画・実施を提供する事業者の質・量の向上の

ため、認証・評価の仕組みの構築も視野に、保険者からの推薦等

一定の基準を満たすヘルスケア事業者を IOO社以上とする。

愚100社以上> 123社

品質確保・安定供給を国に求めつつ、すべての保険者が後発

医薬品の利用勧奨など、使用割合を高める取り組みを行う。

公益社団法人日本看護協会      会長   福井 トシ子

公益社団法人日本栄養士会      会長   中村 丁次

チーム医療推進協議会        代表   半田 ―登

住友商事株式会社         特別顧問   岡 素之

自治医科大学            学長   永井 良三

東北大学大学院医学系研究科     教授    辻 一郎

あいち健康の森健康科学総合センター センター長  津下 一代

広島大学大学院医系科学研究科    教授   森山 美知子

晉ご暫軍菖融孫勇腕 学謝 研郷  餘置 酪 捌

大阪大学産学共創本部       特任教授  宮田 俊男

一般社団法人日本糖尿病学会    理事長   門脇 孝

東京都荒川区            区長   西川 太一郎

株式会社読売新聞グループ本社  代表取締役会長 老川 祥―

株式会社テレビ東京ホールディングス  特別顧問  島田 昌幸

一般社団法人共同通信社      相談役   福山 正喜

2019年 11月 現在

目

標

一般社団法人日本経済団体連合会   会長

日本商工会議所           会頭

公益社団法人経済同友会      代表幹事

全国商工会連合会          会長

全国中小企業団体中央会       会長

日本労働組合総連合会       会長代行

健康保険組合連合会         会長

全国健康保険協会         理事長

一般社団法人全国国民健康保険組合協会  会長

公益社団法人国民健康保険中央会   会長

全国後期高齢者医療広域連合協議会  会長

全国知事会             会長

全国市長会             会長

全国町村会             会長

公益社団法人日本医師会       会長

公益社団法人日本歯科医師会     会長

公益社団法人日本薬剤師会      会長
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日本健康会議 事務局

TELi 03… 6452… 871l     FAX:03-5425-6614     Email:info@kenkokal()I」 p

〒 105‐ O001東京都港区虎ノ門3-7-8ラ ンディック第2虎 ノ門ビル2F

屡500戦習渉818法人 屋全保Fぅく者> 815凍浪碁

日本健康会議実行委員

中西 宏明

三村 明夫

櫻田 謙悟

森 義久

森 洋

逢見 直人

大塚 陸毅

安藤 伸樹

真野 草

岡崎 誠也

横尾 俊彦

飯泉 嘉門

立谷 秀清

荒木 泰臣

横倉 義武

堀 憲郎

山本 信夫
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平成 30年 6月 15日

経済財政運営と改革の基本方針 2018

～少子高齢化の克服による持続的な成長経路の実現～

(骨太の方針)P54‐ 55

第 3章「経済 い財政一体改革」の推進

4.主要分野ごとの計画の基本方針と重要課題

(1)社会保障 より抜粋

(予防 口健康づくりの納

高齢者をはじめとして多様な就労口社会参加を促進し、社会全体の活力を維持して

いく基盤として、健康寿命を延仲し、平均寿命との差を縮小することを目指す。

糖尿病等の生活習慣病や透析の原因にもなるJ隈性腎臓病及碗静厨症の予防に重点的

に取り組む。糖尿病等の生活習慣病の重症化予防に関して、県“国民健康儒険団体連

合会 D因師会等が連携して進める埼玉県の取組など、先進 L優良事例の横展開の力E藤

に向けて今後3年Fロヨで徹底して取り組む。胃がんをはじめとする感染も原因となるが

んの検診の在り方を含め、内容を不断に見直しつつ、癬がんをはじめとする早期診断

が困難ながんを含めて早期発見と早期治療につなげる。傷病休暇の導入や活用の捉進

により、がんの治療と就労を両立させる。日本健康会議について、都道府県レドルで

も開催の促進など、多様な主体の連携により無関心層や健診の機会が少ない層を含め

た予防 , づくり するハ医療“介護制度において、データの整備・

分析を進め、保険者機能を強化するとともに、科学的根拠に基づき施策を重点化しつ

つ、予防 B健康づくりに頑張つた者力潮確れる制度を整備する。

認知症に関する研究開発を重点的に推進するとともに、言静日症予防に関防る先進・

優良事例を収集・横展F汗甘 る。新オレンジプラン181の
実I時により、言静所切暦般

82に

応じた適時 日適切な医療 い介護等が提供されるよう、循礫型ネットワークにおける認

知症疾患医療センターの司令塔としての機能を引き続き強化し、相談機能の確立等や

地域包括支援センター等との連携を進めることを通じ、地域包播ケアシステムの整備

を推進する。認知症の人が尊厳を保持しつつ暮らすことのできる共助のと瞬 土会を構

築する。

高齢者の通いの場を申心とした介護予防おフレイル対策183ゃ生活習慣病等の疾病予

防 い重症化予防、就労 "社会参加支援を都道府県等と連携しつつ市町村が一体的に実

施する仕組みを検討するとともに、インセンティブを活用することにより、健康寿命

の地域間格差を角寄肖することを目指す。また、フレイル対策にも資する新たな食事摂

取基準の活用を図るとともに、事業所、地方自治体等の多様な主体が参加した国民全

体の健康づくりの取組を各地域において一層推進する。さらに、健康増進の観点から、

2020年東京オリンピックロパラリンピックを目指し、受動喫煙対策を徹底する。口腔

の健康は全身の健康にもつながることから、生涯を通じた歯科健診の充実、入院患着

や要介護者をはじめとする国民に対する口腔機能管I里の推進など歯科口腔保健の充実

や、地域における医科歯科連携の構築など歯科保健医療の充実に取り組む。生涯を通

じた女性の健康支援の強化に取り組む。睾拗 児期 “学童期の健康1講風の一元的活用の

検討などに取り組む。アレルギ球 患対策基本指針 84に基づき、アレルギ陣

症化の予防や症状の軽減に向けた対策を推進する。



安▼
｀
ぃした生活 (高鈴者に対するフレイル (虚弱)予防・対策)

⑥ 元気で豊かなを後を送れる健康寿命の延伸に向けた取紹 (その電)

【国民生活における課題】

現役時代からのラ防・健康
づくりの取組や`百齢者の

フレイJレ (虚弱)状態への

ケアがこれまで必ずしも十

分ではなく。健康寿命と平
均寿命に乖議が大とい。

・健康寿命 男性71.19歳 .女性
74.21歳 (2013年 )

。メタボ人口 1,400万人

(2003雀FE霊 )

・健診受診率 (40～ 74歳.特定

健診含む) 66.2%(20電 3

年)

・要介護認定率 17.8%(2013
年E)

平成 28年 6月 2日閣議決定「ニッポンー億総活躍プラン」より

【今後の対応の方向性】
健康寿台の軽伸は.個人の努力を基本としつつ、自治体や医療保険者ゃ雇用する事業主等が.意識付けを含めⅢ個

人が努力しやすい環境を整える。また.老後になってからの干防・健康増進の取瓶だけでなく。現役時代からの取

組も重要であり必要な対応を行う。

【具体的な施策】
・自治体や企業.保険者における先進的な取紹を横展開するため4健康なまち・職場づくり宣言2020(2015年 7月 10

日日本健騒 議)の2020年度未までの達成に向け◆菫府としても協力する。
・かかりつけ睡等と連携した糖尿痛性腎盛の重盤化手防について.日本医師会、日本格尿痛対策推進会議、厚生労働

省によるプログラム (2016年4月20日 )を活用しながら進める。
・データヘルスについて,好事例を横展開するとともに与2016年度より.書保険者Lおける生活習慣病手防や重雄化

干防争加入者への健康情報の提供などの取組状況を毎年度掲握しも専用のホームベージを設け常欝聞示する。

・2018年度より拡充される保険者の干防 a健康づくりに関するインセンティプについて争評価壱れる事項を2016年度

中に瑚らかにし、保険者が前倒して取り細むことができるようにする。
・個人の浮防 e健康増進活動を促すための保険者や自治体による健康ポイントの付与等について。商店衛・企業との

連携や年 Iげ『の活用など創意工表された例を参考に横展開する。また。健康づくりを開

'色

。実離する個人の意徴を

喚起し、共に支え合いながら健康長寿の駁組を推進する人材の育成について。モデル事業を実施し.2018年度以降

の全国展開を目る。
・健康経営盤柄の選建等により健康経営の考え方を広げていく。またこ医療保険者.企業,医療関係者が連携して,

個人の同意のもと.レセプトデータ・健診データ・健康関連データを活用して,個人への健康アドバイスを行う仕

組みをモデザレ的に開始し。成果を見ながら広げていく。

・健康寿命の軽伸につながる生活習慣等の在り方や療病の地域差について調査研究を進める。

健康経営鑑柄の選定や中小企業における健康経営の推進等
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民間事業者の軍なる活用

1中

おヽ企業
千
含め 取組との更なる連携

| |
督事例の全国民開
かかりつけ医等と連携した健康増進、重症化予防を含めた疾病予防、重複・頻回受診対策、後発医薬品の使用促進等に係る

指標

‐
生選を通した予防によ
り、平均毒命を上回る健
康毒おのを陣れ遠を臭配
し、21'25年 までにE層辱
aを 2掘 LV卜騒伸

(2010年 )

男性亨仕42歳
女性7缶 62歳
12013年

l

男性71.19歳
女性7421韓

駆とヽう，窺”弾］呻」
202眸までに
儀鰺受惨率 (40～ 了1
歳)を80%
〔零定但診含む〕
(2013年 l
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